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□

要

旨

近
世
に
最
盛
期
を
迎
え
た
伊
勢
御
師
に
つ
い
て
は
、
今
日
に
至
る

ま
で
様
々
な
角
度
か
ら
検
証
さ
れ
て
お
り
、
多
く
の
研
究
成
果
が
蓄

積
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
形
成
・
確
立
期
と
も
言
う
べ
き

中
近
世
移
行
期
の
御
師
の
実
像
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
明
ら
か
に
さ

れ
て
お
ら
ず
、
特
に
、
当
該
期
の
御
師
の
職
相
続
に
つ
い
て
は
従
来

の
研
究
で
も
あ
ま
り
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
膨
大
に
現
存
す
る
外
宮
御
師
村
山
大
夫
の
関

連
文
書
を
再
度
読
み
解
き
、
唯
一
残
る
村
山
大
夫
の
系
譜
等
か
ら
、

御
師
の
家
督
相
続
に
つ
い
て
抽
出
し
た
。
中
で
も
、
村
山
大
夫
が
あ

る
時
期
を
境
に
二
つ
の
諱
を
使
い
分
け
て
い
た
と
い
う
事
は
非
常
に

興
味
深
く
、「
神
主
家
の
継
承
」
と
「
御
師
職
の
継
承
」
の
概
念
が

分
離
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
、
ま
た
、
村
山
大
夫
自
身
が
、
神
官
と

御
師
と
い
う
そ
れ
ぞ
れ
の
「
立
場
」
を
よ
り
強
く
意
識
し
て
い
た
こ

と
が
読
み
取
れ
る
。

□

キ
ー
ワ
ー
ド

伊
勢
御
師

村
山
文
書

御
師
職
の
継
承

村
山
数
馬
家

福
嶋
伊
豆
家
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一

は
じ
め
に

近
世
を
中
心
と
し
て
最
も
高
揚
を
み
た
伊
勢
信
仰
と
、
爆
発
的
に
増
加

し
た
伊
勢
参
宮
者
を
支
え
た
伊
勢
御
師
に
つ
い
て
は
、
大
西
源
一
氏
の

『
参
宮
の
今
昔
（
１
）』

と
『
大
神
宮
史
要
（
２
）』

に
よ
っ
て
、
広
く
世
に
知
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。
大
西
氏
は
『
大
神
宮
史
要
』
の
中
で
、
慶
長
十
年

（
一
六
〇
五
）
に
山
田
三
方
に
て
制
定
さ
れ
た
「
御
師
職
式
目
」
の
内
容

の
一
部
を
紹
介
す
る
と
と
も
に
、
中
世
末
か
ら
近
世
に
か
け
て
の
伊
勢
御

師
の
姿
を
概
要
的
に
記
し
て
い
る
。
以
降
、
今
日
に
至
る
ま
で
様
々
な
角

度
か
ら
伊
勢
御
師
が
検
証
さ
れ
て
お
り
、
多
く
の
研
究
成
果
の
蓄
積
が
さ

れ
つ
つ
あ
る
。
た
と
え
ば
、
新
城
常
三
氏
に
よ
る
『
新
稿

社
寺
参
詣
の

社
会
経
済
史
的
研
究
（
３
）』

で
は
、
大
西
氏
よ
り
も
さ
ら
に
踏
み
込
ん
だ
研
究

が
な
さ
れ
て
お
り
、
現
時
点
に
お
い
て
の
伊
勢
御
師
に
関
す
る
体
系
的
、

か
つ
基
本
的
研
究
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
他
、
総
体
的
な
研
究

と
し
て
は
、
西
山
克
氏
が
『
道
者
と
地
下
人
（
４
）』

の
中
で
、
中
世
末
か
ら
近

世
初
頭
に
お
け
る
道
者
売
券
を
網
羅
的
に
蒐
集
・
検
討
す
る
こ
と
で
、
当

該
期
の
宇
治
・
山
田
を
「
宗
教
都
市
」
と
し
て
位
置
付
け
、
自
治
組
織
の

構
成
員
と
し
て
の
御
師
の
姿
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
ま
た
、
窪
寺
恭
秀

氏
の
研
究
で
は
、
中
世
後
期
の
伊
勢
御
師
の
概
要
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て

て
い
る
（
５
）。

一
方
、
様
々
な
側
面
に
焦
点
を
当
て
た
研
究
も
少
な
く
は
な
く
、
久
田

松
和
則
氏
は
九
州
地
方
の
橋
村
大
夫
の
師
檀
関
係
か
ら
当
該
地
域
に
お
け

る
伊
勢
信
仰
の
受
容
を
検
討
し
（
６
）、

御
師
に
よ
る
為
替
の
利
用
と
そ
の
流
通

に
つ
い
て
は
宮
後
三
頭
大
夫
の
史
料
を
も
と
に
解
明
し
て
い
る
（
７
）。

ま
た
、

宮
後
三
頭
大
夫
の
為
替
に
つ
い
て
は
、
横
山
智
代
氏
の
研
究
も
あ
る
（
８
）。

さ

ら
に
、
貨
幣
や
金
融
な
ど
の
経
済
的
な
側
面
で
は
千
枝
大
志
氏
の
研
究
（
９
）、

宇
治
・
山
田
の
都
市
的
な
側
面
で
は
舩
杉
力
修
氏
ら
の
研
究
な
ど
（
10
）が

あ

り
、
中
世
か
ら
近
世
に
か
け
て
の
御
師
家
別
の
研
究
で
は
、
橋
村
大
夫
（
11
）・

幸
福
大
夫
（
12
）・

宮
後
三
頭
大
夫
・

（
７
)(８
）龍

大
夫
（
13
）・

宇
治
大
夫
（
14
）な

ど
が
あ
る
。

し
か
し
、
そ
う
し
た
研
究
の
蓄
積
に
も
関
わ
ら
ず
、
い
わ
ゆ
る
「
近
世

的
御
師
」
の
形
成
・
確
立
期
と
も
言
う
べ
き
中
世
末
か
ら
近
世
初
頭
の
御

師
の
実
像
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
の
が
実
情

で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
こ
に
は
史
料
的
な
制
約
が
あ
る
こ
と
も
否
め
な

い
。
明
治
初
期
の
廃
業
に
伴
う
史
料
の
散
逸
は
膨
大
な
も
の
で
あ
っ
た
こ

と
は
想
像
に
難
く
な
く
、
実
際
に
伊
勢
御
師
に
関
す
る
史
料
は
全
国
各
地

に
点
在
し
て
お
り
、
未
翻
刻
・
未
整
理
の
も
の
が
大
半
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
状
況
が
、
当
時
の
宇
治
・
山
田
の
経
済
力
の
要
と
も
言
う
べ
き
伊
勢

御
師
に
つ
い
て
の
総
体
的
な
検
討
は
も
ち
ろ
ん
、
部
分
的
な
解
釈
さ
え
、

未
だ
不
十
分
で
あ
る
と
言
え
る
。
中
で
も
、
御
師
の
家
督
相
続
に
つ
い
て

の
研
究
は
、
御
師
職
が
如
何
に
し
て
継
承
さ
れ
た
か
と
い
う
こ
と
を
解
明

す
る
糸
口
と
な
り
得
る
問
題
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
未
だ
に
触
れ
ら
れ

戦
国
末
期
に
お
け
る
伊
勢
御
師
の
継
承
（
小
林
）
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て
い
な
い
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
戦
国
期
か
ら
続
く
伊
勢
御
師
の
中
か
ら
、
従
来
あ

ま
り
顧
み
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
外
宮
御
師
村
山
大
夫
を
と
り
上
げ
、

膨
大
な
関
連
文
書
群
や
村
山
家
の
複
雑
な
系
譜
を
改
め
て
見
直
し
、
そ
こ

か
ら
垣
間
見
え
る
御
師
職
の
継
承
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
て
い
き
た
い
と

思
う
。

二

村
山
大
夫
と
「
村
山
文
書
」

村
山
大
夫
に
関
す
る
研
究
は
、
吉
村
宮
男
氏
の
「
戦
国
時
代
に
お
け
る

伊
勢
神
宮
と
中
国
武
将
（
15
）」

や
恵
良
宏
氏
の
研
究
報
告
（
16
）が

あ
り
、
さ
ら
に

『
伊
勢
市
史
』
第
二
巻
中
世
編
（
17
）や

新
城
常
三
氏
の
著
書
（
４
）の

中
で
部
分
的
に

取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
数
は
同
じ
外
宮
御
師
で
あ
る
橋

村
大
夫
な
ど
の
研
究
と
比
べ
て
も
決
し
て
多
い
方
で
は
な
く
、
未
だ
解
明

さ
れ
て
い
な
い
点
や
、
中
に
は
誤
っ
て
解
釈
さ
れ
て
い
る
部
分
も
あ
る
。

そ
こ
で
本
章
で
は
、
今
ま
で
の
村
山
大
夫
に
関
す
る
研
究
を
ふ
ま
え
た
上

で
、
ま
ず
は
村
山
大
夫
と
そ
の
一
族
を
改
め
て
概
説
す
る
と
と
も
に
、
現

在
確
認
で
き
る
関
連
文
書
群
の
現
状
や
所
在
を
再
確
認
し
て
お
き
た
い
。

中
世
末
に
活
躍
し
た
「
村
山
」
を
名
乗
る
外
宮
御
師
の
家
系
は
、「
村

山
久
大
夫
家
」・「
村
山
掃
部
家
」・「
村
山
数
馬
家
」
の
三
流
存
在
し
、
も

と
も
と
は
同
じ
外
宮
御
師
で
あ
る
榎
倉
氏
の
一
族
で
あ
る
（
18
）。

こ
の
う
ち
、

「
村
山
掃
部
家
」
は
榎
倉
武
昔
の
三
男
で
あ
る
武
楞
か
ら
始
ま
っ
て
お
り
、

そ
の
息
子
に
当
た
る
の
が
、
文
明
十
八
年
（
一
四
八
六
）
の
宇
治
山
田
合

戦
の
折
、
山
田
側
の
首
領
と
な
っ
て
北
畠
氏
の
軍
事
介
入
時
に
外
宮
へ
放

火
し
自
刃
し
た
村
山
武
則
で
あ
る
（
18
）。

ま
た
、「
村
山
久
大
夫
家
」
は
「
村

山
掃
部
家
」
か
ら
分
か
れ
た
家
で
、
武
楞
か
ら
五
代
後
に
あ
た
る
村
山
武

茂
の
三
男
武
貞
を
祖
と
し
て
お
り
、
元
禄
年
間
に
絶
家
し
て
い
る
（
18
）。

残
る

も
う
一
つ
の
家
系
で
あ
る
「
村
山
数
馬
家
」
は
、
先
述
し
た
二
家
の
よ
う

に
は
っ
き
り
と
し
た
出
自
・
始
祖
は
不
明
で
あ
る
が
、
こ
の
数
馬
家
こ
そ
、

今
回
の
研
究
対
象
と
な
る
外
宮
御
師
村
山
大
夫
の
一
族
で
あ
る
。（
図
１
）

こ
の
「
村
山
数
馬
家
」
の
家
系
に
つ
い
て
、
恵
良
宏
氏
は
村
山
武
則
の

家
系
で
あ
る
「
村
山
掃
部
家
」
と
混
同
し
て
解
釈
し
て
い
る
（
16
）。

し
か
し
、

文
政
七
年
（
一
八
二
四
）
に
編
修
さ
れ
た
『
荒
木
田
姓
近
系
山
田
居
住
部
（
18
）』

を
見
る
限
り
、
文
明
年
間
以
前
の
「
村
山
掃
部
家
」
と
「
村
山
数
馬
家
」

の
祖
が
一
致
し
な
い
こ
と
か
ら
、
同
じ
村
山
氏
で
も
明
ら
か
に
別
系
統
の

家
柄
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。（
図
１
）

村
山
数
馬
家
（
以
降
、「
村
山
大
夫
」
と
表
記
）
は
、
現
在
の
三
重
県

伊
勢
市
八
日
市
場
町
の
一
角
に
居
を
構
え
て
い
た
外
宮
の
御
師
で
あ
り
、

戦
国
大
名
毛
利
氏
や
小
早
川
氏
、
さ
ら
に
そ
の
家
臣
団
を
中
心
に
檀
家
と

し
て
い
た
。
恵
良
氏
に
よ
る
と
、
村
山
大
夫
の
御
師
と
し
て
の
規
模
は
そ

れ
ほ
ど
大
き
な
も
の
で
は
な
く
、
家
格
は
町
年
寄
家
で
あ
る
が
、
御
師
の

中
で
も
中
級
の
階
層
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
（
19
）。

し
か
し
、
村
山
大
夫
が
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毛
利
氏
・
小
早
川
氏
と
師
檀
関
係
を
築
き
始
め
た
当
時
の
檀
家
数
は
、
近

世
期
の
村
山
大
夫
を
は
る
か
に
上
回
る
も
の
で
あ
っ
た
（
20
）。

こ
れ
に
対
し
て

吉
村
氏
は
、
村
山
大
夫
は
毛
利
氏
の
勢
力
発
展
に
随
伴
す
る
形
で
檀
家
の

範
囲
を
広
げ
て
い
っ
た
と
解
釈
し
て
い
る
（
21
）。

次
に
、
村
山
家
に
伝
来
し
た
膨
大
な
文
書
群
「
村
山
文
書
」
を
紹
介
し

て
お
き
た
い
。
当
文
書
群
は
原
本
、
も
し
く
は
写
本
と
い
う
形
で
神
宮
文

庫
や
山
口
県
文
書
館
等
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
毛
利
・

小
早
川
氏
と
そ
の
家
臣
団
か
ら
村
山
大
夫
に
宛
て
て
送
ら
れ
た
書
状
で
、

内
容
と
し
て
は
、
御
祓
大
麻
や
初
穂
料
に
関
す
る
礼
状
・
祈
祷
の
依
頼
・

寄
進
状
等
が
大
半
を
占
め
て
い
る
。
山
口
県
文
書
館
に
は
、『
村
山
書
状
（
22
）』

四
十
一
冊
、
別
冊
『村
山
証
文
（
23
）』十

五
冊
、
更
に
天
正
九
年
(一
五
八
一
）
か

ら
寛
文
十
年
（
一
六
七
○
）
ま
で
の
安
芸
国
を
は
じ
め
と
す
る
檀
那
帳
（
16
）

三
十
六
冊
等
が
あ
り
、『
村
山
書
状
』
と
『
村
山
証
文
』
に
関
し
て
は
、

本
文
が
省
略
さ
れ
て
い
る
も
の
や
、
内
容
に
若
干
異
同
が
あ
る
も
の
も
含

め
る
と
、
一
冊
に
つ
き
約
六
十
〜
七
十
通
も
の
文
書
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
内
、
四
十
一
冊
か
ら
成
る
『
村
山
書
状
』
は
、
五
冊
目
ま
で
は
毛

利
元
就
を
始
め
と
す
る
毛
利
一
族
の
書
状
、
六
冊
目
以
降
は
「
い
ろ
は
」

順
に
分
類
し
た
家
来
衆
の
書
状
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
他
に

檀
那
帳
の
一
部
や
寄
進
さ
れ
た
神
領
の
覚
書
、
更
に
は
、
村
山
武
恒
や
武

慶
と
い
っ
た
村
山
大
夫
側
の
文
書
、
神
宮
文
庫
に
原
文
書
が
収
め
ら
れ
て

い
る
「
武
慶
萩
滞
留
之
覚
書
（
24
）」

と
「
御
和
歌
（
25
）」

の
写
し
や
「
村
山
家
系
譜
」

戦
国
末
期
に
お
け
る
伊
勢
御
師
の
継
承
（
小
林
）
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も
見
受
け
ら
れ
、
数
少
な
い
御
師
側
の
史
料
と
し
て
貴
重
で
あ
る
。
十
五

冊
か
ら
成
る
『
村
山
証
文
』
も
、
同
じ
よ
う
に
毛
利
一
族
や
家
臣
団
の
書

状
が
書
き
写
さ
れ
て
い
る
が
、
所
々
『
村
山
書
状
』
に
所
収
さ
れ
て
い
る

書
状
と
重
複
し
て
い
る
部
分
が
見
受
け
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
立
正
大
学
に

委
託
さ
れ
て
い
る
「
桂
家
文
書
」
に
も
、
村
山
文
書
の
原
本
・
写
し
が
何

点
か
収
め
ら
れ
て
お
り
、
北
原
進
氏
は
『
長
州
藩
士
桂
家
文
書
（
26
）』

の
中
で

「
伊
勢
御
使
（
マ
マ
）村
山
氏
充
文
書
」
と
し
て
紹
介
し
て
い
る
。『
村
山
書
状
』
の

う
ち
に
あ
る
桂
家
の
文
書
と
対
照
し
た
と
こ
ろ
、『
村
山
書
状
』
の
中
で

は
省
略
さ
れ
て
い
た
文
書
を
含
む
一
部
の
史
料
と
内
容
が
一
致
し
た
。

ま
た
、
村
山
文
書
の
原
本
に
つ
い
て
は
、
山
口
県
文
書
館
に
村
山
武
慶

直
筆
の
も
の
と
思
わ
れ
る
覚
書
（
27
）一

通
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
神
宮
文

庫
が
所
蔵
す
る
毛
利
元
就
・
輝
元
ら
の
書
状
約
一
四
〇
通
が
現
存
し
て
い

る
。
そ
れ
ら
は
、
写
本
が
『
広
島
県
史
（
28
）』

で
一
部
活
字
化
さ
れ
て
い
る
ほ

か
、
原
文
書
に
つ
い
て
は
、
神
宮
文
庫
所
蔵
の
「
村
山
文
書
」
が
『
三
重

県
史
』
資
料
編
中
世
１
-下
（
29
）に

採
録
さ
れ
て
い
る
が
、
毛
利
宗
瑞
（
輝
元
）

書
状
（
30
）や

村
山
氏
旧
蔵
文
書
（
31
）な

ど
、
未
翻
刻
の
文
書
も
少
な
か
ら
ず
残
さ
れ

て
い
る
。
そ
の
他
と
し
て
は
、
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
の
『
広
澤
真
臣
関

係
文
書
』
内
に
あ
る
「
波
多
野
家
文
書
（
32
）」

に
六
通
と
、『
日
本
書
蹟
大
鑑
』

第
十
四
巻
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
村
山
民
部
大
輔
宛
て
毛
利
輝
元
書
状
（
33
）一

通
、
皇
學
館
大
学
佐
川
記
念
神
道
博
物
館
所
蔵
の
『
御
諸
家
御
諸
用
御
書

之
写
』（
伊
勢
御
師
村
山
家
文
書
写
）・『
御
諸
家
御
書
之
写
』（
同
上
）
各

一
冊
（
34
）な

ど
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
写
本
・
原
本
を
す
べ
て
合
わ
せ
る
と
、
村

山
氏
に
関
連
す
る
文
書
数
は
約
二
二
〇
〇
通
以
上
に
及
び
、
写
本
内
に
残

さ
れ
て
い
る
本
文
が
省
略
さ
れ
た
も
の
も
含
め
る
と
、
総
数
約
四
〇
〇
〇
通

を
超
え
る
と
い
う
膨
大
な
文
書
群
と
な
る
。

現
在
確
認
で
き
る
関
係
文
書
の
多
く
は
日
付
の
み
で
年
紀
を
欠
く
た

め
、
村
山
大
夫
が
い
つ
頃
か
ら
御
師
と
し
て
存
在
し
て
い
た
か
に
つ
い

て
、
明
確
な
年
代
を
特
定
す
る
の
は
難
し
い
。
し
か
し
、
神
宮
文
庫
に
所

蔵
さ
れ
て
い
る
原
文
書
の
中
に
は
、
村
山
大
夫
の
御
師
と
し
て
の
姿
が
確

認
で
き
、
か
つ
あ
る
程
度
年
代
特
定
の
可
能
な
文
書
（
35
）が

い
く
つ
か
存
在
し

て
い
る
。

為
二
御
嘉
例
一、
御
祓
并
熨
斗
送
給
候
、
畏
悦
候
、
将
又

御
神
前
江

在
所
寄
進
仕
候
、
御
祈
念
頼
存
候
、
就
レ
中
到
二
雲
州
国
一、
大
内
義

隆
乱
入
候
、
我
等
も
遂
二
在
陣
一
候
、
彼
国
之
儀
不
日
可
レ
為
二
落
去
一

候
、
尚
期
二
後
喜
一
候
、
恐
々
謹
言

八
月
十
五
日

元
就
（
花
押
）

村
山
四
郎
大
夫
殿
御
報

右
の
文
書
は
、
村
山
大
夫
の
檀
那
で
あ
る
毛
利
元
就
か
ら
、
当
時
の
村

山
家
の
当
主
で
あ
っ
た
村
山
四
郎
大
夫
武
恒
へ
宛
て
た
書
状
で
あ
る
。
文

書
の
中
で
、
元
就
は
武
恒
よ
り
送
ら
れ
て
き
た
御
祓
大
麻
と
熨
斗
に
対
す

る
礼
と
、
神
宮
領
と
し
て
土
地
を
寄
進
す
る
旨
を
述
べ
た
後
、
毛
利
氏
側

で
起
こ
っ
た
戦
乱
の
報
告
を
行
っ
て
い
る
。
文
書
は
年
紀
を
欠
く
が
、
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①
出
雲
国
の
戦
乱
で
あ
る
こ
と
、
②
「
大
内
義
隆
」
の
名
が
見
え
る
こ
と
、

③
「
我
等
も
遂
二
在
陣
一
候
」
と
毛
利
氏
の
参
戦
が
明
記
さ
れ
て
い
る
と

い
う
こ
と
か
ら
、
こ
の
書
状
が
天
文
十
一
年
（
一
五
四
二
）
の
月
山
富
田

城
の
戦
い
の
最
中
に
発
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
推
測
で
き
る
。
村

山
文
書
の
中
で
、
年
号
の
記
載
が
確
認
で
き
る
原
文
書
は
天
文
年
間
か
ら

元
和
年
間
ま
で
の
約
十
数
点
で
あ
り
、
そ
の
中
で
最
も
古
い
と
さ
れ
る
の

が
、
天
文
十
六
年
の
「
天
野
隆
綱
願
文
（
36
）」

で
あ
る
。
し
か
し
、
再
度
村
山

文
書
を
確
認
す
る
と
、
実
際
に
は
天
文
十
一
年
の
も
の
と
推
測
さ
れ
る
右

記
の
書
状
が
、
現
存
す
る
村
山
文
書
の
中
で
最
も
古
い
文
書
で
あ
る
可
能

性
が
大
き
い
（
37
）。

恵
良
氏
に
よ
る
と
、
毛
利
氏
と
の
師
檀
関
係
は
天
文
年
間
か
ら
明
確
な

も
の
と
な
っ
て
お
り
、
特
に
天
文
十
年
の
郡
山
城
の
合
戦
で
毛
利
元
就
に

御
祓
大
麻
を
贈
与
し
て
以
来
、
急
速
に
毛
利
氏
及
び
そ
の
家
臣
団
と
密
接

に
な
っ
て
い
っ
た
と
し
て
い
る
（
17
）。

先
述
し
た
「
毛
利
元
就
書
状
」
は
、
時

期
的
に
も
そ
の
裏
付
け
と
な
り
得
る
文
書
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
し
か

し
、
山
口
県
文
書
館
が
所
蔵
す
る
写
本
の
中
に
は
、
さ
ら
に
早
い
時
期
で

の
毛
利
氏
と
の
師
檀
関
係
を
示
す
史
料
（
38
）が

あ
る
。「
御
神
領
之
覚
」
と
題

し
た
史
料
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

一
、
三
貫
文
在
所
石
州
阿
須
那
之
内
ほ
た（
カ
）か
い
名
、
元
就
様
御
寄
進
、

天
文
四
年
七
月
二
十
五
日

表
題
か
ら
、
こ
の
史
料
が
毛
利
氏
側
か
ら
神
宮
領
と
し
て
村
山
大
夫
に

寄
進
さ
れ
た
土
地
の
覚
書
き
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
内
容
を
見
る

と
、
石
見
国
の
阿
須
那
に
あ
る
三
貫
文
分
の
「
ほ
た
か
い
名
」
を
、
毛
利

元
就
が
天
文
四
年
（
一
五
三
五
）
七
月
二
十
五
日
に
村
山
氏
へ
寄
進
し
て

い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
（
39
）。

ま
た
、『
村
山
書
状
』
四
十
一
冊
の
う
ち
の

「
贈
村
山
家
返
章

寺
家
付
雑
（
40
）」

の
中
に
は
、
檀
那
帳
の
一
部
が
編
年
形

式
で
書
写
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
中
に
小
早
川
氏
の
一
族
で
あ
る
椋
梨
家

の
、
天
文
四
年
付
け
の
檀
那
帳
が
あ
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
史
料
は
、
同
じ

天
文
四
年
に
記
録
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
一
方
は
領

主
で
あ
る
毛
利
元
就
が
領
地
を
寄
進
し
、
も
う
一
方
は
小
早
川
氏
の
家
臣

で
あ
る
椋
梨
氏
が
、
檀
家
と
し
て
村
山
大
夫
の
檀
那
帳
に
記
録
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
毛
利
一
族
・
小
早
川
氏
と
そ
の
家
臣
団
は
、

天
文
四
年
の
頃
に
は
既
に
村
山
大
夫
の
檀
家
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
と

い
う
こ
と
で
あ
り
、
両
者
の
師
檀
関
係
は
、
遅
く
と
も
天
文
年
間
の
初
期

に
は
築
か
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

従
来
の
村
山
大
夫
の
研
究
で
は
、
後
述
す
る
が
、
当
時
の
村
山
家
の
当

主
村
山
武
恒
が
福
嶋
伊
豆
家
の
福
嶋
末
英
を
養
子
に
迎
え
た
以
降
の
こ
と

に
重
点
が
置
か
れ
、
武
恒
よ
り
以
前
の
村
山
家
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
触

れ
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
現
在
残
さ
れ
て
い
る
村
山
家
の
系
譜
を
見

る
と
、
天
文
四
年
時
点
の
当
主
は
武
恒
の
父
で
あ
る
武
清
で
あ
る
た
め
、

少
な
く
と
も
こ
の
武
清
の
代
に
は
、
既
に
「
御
師
村
山
大
夫
」
と
し
て
存

在
し
て
い
た
。

戦
国
末
期
に
お
け
る
伊
勢
御
師
の
継
承
（
小
林
）
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こ
の
よ
う
に
し
て
、
村
山
大
夫
は
天
文
年
間
の
初
期
か
ら
近
世
初
頭
に

か
け
て
、
最
盛
期
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
。
吉
村
氏
は
近
世
以
降
の
村
山

大
夫
を
、
慶
長
五
年
（
一
六
〇
〇
）
の
関
ヶ
原
の
戦
い
を
境
に
檀
所
の
規

模
は
次
第
に
縮
小
さ
れ
て
い
っ
た
と
し
て
い
る
が
（
16
）、

毛
利
氏
や
そ
の
家
臣

団
と
の
師
檀
関
係
は
、
毛
利
氏
の
領
地
が
減
封
さ
れ
た
後
も
途
切
れ
る
こ

と
な
く
継
続
さ
れ
た
。
神
宮
文
庫
が
所
蔵
し
て
い
る
「
安
永
六
年
外
宮
御

師
職
諸
国
旦
方
家
数
改
覚
（
41
）」

に
は
、
安
永
六
年
（
一
七
七
七
）
時
点
で
の

村
山
大
夫
の
檀
家
数
が
記
録
さ
れ
て
お
り
、
当
時
の
村
山
氏
の
規
模
を
窺

い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
記
録
を
見
る
と
、
檀
那
で
あ
る
九
名
の
大

名
の
う
ち
五
名
が
毛
利
氏
（
松
平
大
膳
大
夫
・
毛
利
甲
斐
守
・
毛
利
大
和

守
・
毛
利
讃
岐
守
・
毛
利
阿
波
守
）
で
あ
り
、
檀
家
数
も
安
芸
国
が
一
万

軒
、
長
門
国
が
三
千
六
百
軒
と
突
出
し
て
多
く
、
総
檀
家
数
一
万
七
千
百

四
十
四
軒
の
ほ
と
ん
ど
が
両
国
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

近
世
以
降
の
村
山
大
夫
の
檀
家
は
、
こ
の
よ
う
に
地
域
的
な
範
囲
や
数

な
ど
に
は
多
少
の
変
動
は
見
ら
れ
た
も
の
の
、
そ
の
大
多
数
は
毛
利
氏
と

そ
の
領
域
に
住
ま
う
民
衆
が
中
心
と
な
っ
て
い
た
。
ま
た
、
村
山
大
夫
は

最
終
的
に
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
の
「
神
宮
改
革
」
に
よ
る
御
師
制
度

の
廃
止
ま
で
外
宮
の
御
師
で
あ
り
続
け
、
明
治
十
二
年
七
月
に
制
作
さ
れ

た
「
旧
師
職
総
人
名
其
他
取
調
帳
（
42
）」

に
も
、
そ
の
時
点
で
の
檀
家
数
や
御

祓
大
麻
の
配
札
数
等
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
近
世
に
確

認
さ
れ
る
伊
勢
御
師
の
全
て
で
は
な
い
が
、
少
な
く
と
も
中
世
か
ら
存
続

す
る
御
師
家
に
は
、
そ
の
成
立
期
に
形
成
さ
れ
た
師
団
関
係
が
そ
の
ま
ま

近
世
期
に
も
継
続
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
。

三

村
山
数
馬
家
系
譜
と
家
督
相
続

従
来
の
伊
勢
御
師
に
関
す
る
研
究
の
主
眼
は
、
全
国
各
地
に
お
け
る
伊

勢
信
仰
の
浸
透
や
師
檀
関
係
、
更
に
は
為
替
な
ど
の
経
済
的
な
側
面
や
宇

治
・
山
田
の
都
市
的
な
側
面
と
い
っ
た
、
主
に
御
師
の
周
辺
部
に
焦
点
を

当
て
た
研
究
が
多
い
。
し
か
し
、
一
方
で
御
師
そ
の
も
の
に
関
す
る
研
究

は
比
較
的
少
な
く
、
特
に
一
族
内
に
お
け
る
家
督
の
相
続
に
関
し
て
は
、

未
だ
に
究
明
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
え
る
。

中
世
か
ら
近
世
に
か
け
て
、
宇
治
・
山
田
の
御
師
の
中
で
は
、
荒
木
田

姓
や
度
会
姓
の
一
族
、
及
び
別
姓
の
家
も
含
め
て
実
に
多
様
で
複
雑
な
姻

戚
関
係
に
あ
り
、
年
代
が
下
る
に
つ
れ
て
、
一
族
の
別
家
独
立
や
他
家
と

の
養
子
縁
組
な
ど
に
よ
り
さ
ら
に
複
雑
化
し
て
い
っ
た
。
こ
の
こ
と
に
つ

い
て
は
村
山
大
夫
も
例
外
で
は
な
い
が
、
中
近
世
移
行
期
頃
の
村
山
家
の

系
譜
に
は
、
当
該
期
に
お
け
る
御
師
の
家
督
相
続
に
関
す
る
示
唆
的
な
事

例
が
見
受
け
ら
れ
る
。
本
章
で
は
、
先
行
研
究
で
見
落
と
さ
れ
が
ち
で

あ
っ
た
伊
勢
御
師
の
姻
戚
関
係
に
焦
点
を
当
て
、
問
題
と
な
る
中
世
末
か

ら
近
世
初
頭
に
お
け
る
村
山
家
当
主
の
系
列
を
再
確
認
し
、
従
来
注
目
さ

れ
て
こ
な
か
っ
た
伊
勢
御
師
の
家
督
相
続
に
つ
い
て
抽
出
し
て
み
た
い
。
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天
文
年
間
の
比
較
的
早
い
段
階
で
村
山
大
夫
の
外
宮
御
師
と
し
て
の
動

き
が
顕
著
に
な
り
始
め
、
近
世
に
至
っ
て
も
そ
の
姿
が
消
滅
す
る
こ
と
な

く
毛
利
氏
等
と
の
師
檀
関
係
が
存
続
さ
れ
、
最
終
的
に
は
明
治
初
期
の
御

師
制
度
廃
止
を
迎
え
る
ま
で
継
続
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
先
述
し
た
。

「
旧
師
職
総
人
名
其
他
取
調
帳
（
30
）」

の
記
録
に
は
、
御
師
制
度
廃
止
直
後
の

村
山
大
夫
の
檀
家
数
や
御
祓
大
麻
の
配
札
数
に
加
え
て
、
次
の
よ
う
な
記

述
が
あ
る
。

元
師
職
村
山
従
五
位
武
住

村
山
大
夫
一
株

士
族
村
山
武
住
引
受

八
日
市
場
町

士
族
福
島
末
政

武
住
義
明
治
十
一
年
十
二
月
二
日
死
亡
、
跡
相
続
人
親
戚
協
議
中

こ
れ
に
よ
る
と
、
当
時
の
村
山
家
の
家
長
で
あ
る
村
山
武
住
が
明
治
十
一

年
（
一
八
七
八
）
十
二
月
二
日
に
死
去
し
、
相
続
人
を
親
戚
の
中
で
協
議

し
て
い
る
最
中
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
そ
の
引
受
人
と
し
て
、
同

じ
八
日
市
場
町
に
在
住
し
て
い
る
福
島
末
政
の
名
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
な
ぜ
、
福
島
家
の
人
間
が
、
村
山
家
の
代
表
を
一
時
的
に
で
も
引

き
受
け
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
事
の
関
し
て
は
、
中
世
末
期
に
発

生
し
た
、
村
山
家
の
家
督
相
続
問
題
が
背
景
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

先
述
し
た
よ
う
に
、
村
山
数
馬
家
流
の
村
山
大
夫
は
、
も
と
も
と
は
荒

木
田
姓
で
あ
る
榎
倉
氏
の
一
族
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
こ
で
注
目
す
べ
き

こ
と
は
、
同
じ
榎
倉
氏
の
流
れ
を
ひ
く
村
山
掃
部
と
村
山
久
大
夫
の
二
家

が
、
い
ず
れ
も
榎
倉
氏
の
姓
と
変
わ
ら
ず
「
荒
木
田
」
を
称
し
て
い
る
の

に
対
し
（
19
）、

数
馬
家
流
の
村
山
家
だ
け
が
、
後
に
姓
を
「
度
会
」
に
転
じ
て

い
る
こ
と
で
あ
る
（
43
）。

そ
れ
故
に
、「
考
訂
度
会
系
図
（
43
）」

に
は
度
会
へ
と
転

じ
た
後
の
村
山
大
夫
の
系
譜
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
一
方
で
文
政
十
年

（
一
八
二
七
）
の
『
荒
木
田
姓
近
系
山
田
住
居
部
』
に
は
見
当
た
ら
な
い
。

そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
な
ぜ
か
荒
木
田
姓
を
称
し
て
い
た
頃
の
系
譜
も
一
切
掲

載
さ
れ
て
お
ら
ず
、
村
山
大
夫
が
度
会
へ
姓
を
転
ず
る
武
恒
以
前
の
系
譜

は
、
山
口
県
文
書
館
の
所
蔵
す
る
『
村
山
家
蔵
証
文
』
の
中
に
記
載
さ
れ

て
い
る
、「
村
山
家
系
譜
（
44
）」

の
み
と
な
っ
て
い
る
。

数
馬
家
流
の
村
山
家
だ
け
が
荒
木
田
の
系
譜
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
理

由
は
定
か
で
は
な
く
、
関
連
す
る
史
料
も
見
当
た
ら
な
い
た
め
推
測
の
域

を
脱
し
得
な
い
が
、
お
そ
ら
く
当
家
が
度
会
へ
と
姓
を
転
じ
た
こ
と
を
受

け
て
、
意
図
的
に
系
譜
か
ら
除
外
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
吉
村
宮
男
氏

は
、『
村
山
家
蔵
証
文
』
に
記
載
さ
れ
て
い
る
村
山
氏
の
系
譜
に
つ
い
て
、

「
不
審
の
點
が
あ
つ
て
、
こ
れ
を
そ
の
儘
信
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
16
）」

と

し
て
い
る
が
、
現
在
確
認
で
き
る
荒
木
田
姓
で
あ
っ
た
当
時
の
村
山
家
の

史
料
に
は
限
り
が
あ
る
た
め
、
現
時
点
で
は
当
系
譜
が
唯
一
の
村
山
系
譜

史
料
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
。

『村
山
家
蔵
証
文
』
内
に
写
さ
れ
て
い
る
「
村
山
家
系
譜
」
に
は
、
荒

木
田
・
度
会
両
姓
の
村
山
家
系
譜
が
記
さ
れ
て
お
り
、
荒
木
田
武
元
か
ら

戦
国
末
期
に
お
け
る
伊
勢
御
師
の
継
承
（
小
林
）

―61―



度
会
末
晃
ま
で
の
計
十
二
人
が
名
を
連
ね
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
名
前
の

横
に
は
没
年
が
記
載
さ
れ
て
お
り
、
最
初
の
武
元
は
応
安
七
年
（
一
三
七
四
）

年
と
あ
る
。
最
後
の
末
晃
に
は
没
年
が
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、「
考
訂

度
会
系
図
」
に
よ
る
と
、
末
晃
は
宝
暦
七
年
（
一
七
五
七
）
十
月
二
十
五

日
に
死
去
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
系
譜
に
は
、
応
安
年
間
以
前
か
ら

宝
暦
年
間
ま
で
の
、
約
四
百
年
に
わ
た
る
当
主
の
名
が
記
載
さ
れ
て
い
る

こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
末
晃
の
先
代
で
あ
る
末
恒
に
も
、
息
子
と
同
様
、

没
年
が
記
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
当
系
譜
は
末
恒
か
ら
末
晃

に
家
督
が
継
承
さ
れ
た
後
に
作
ら
れ
た
可
能
性
が
あ
り
、
さ
ら
に
、「
考

訂
度
会
系
図
」
で
は
、
末
恒
は
享
保
二
十
一
年
（
一
七
一
六
）
正
月
九
日

に
死
去
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
お
お
よ
そ
享
保
年
間
に
作
成
さ
れ
た
も
の

と
推
測
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

さ
て
、
こ
の
系
譜
で
は
中
世
末
か
ら
近
世
初
頭
の
相
続
関
係
を
、
次
の

よ
う
に
記
し
て
い
る
。

（
前
略
）

荒
木
田
武
清

村
山
民
部

天
文
十
四
年

卒

荒
木
田
武
恒

村
山
四
郎
大
夫

元
亀
元
年

卒

武
恒
有
二
女
子
一
無
二
男
子
一、
故
外
宮
神
主
以
二
度
會
ノ

姓
一
為
二
継
子
一

（
中
略
）

荒
木
田
武
恒
継
子

度
會
末
英

村
山
次
郎
左
衛
門

天
正
十
五
年

卒

度
會
末
正
亦
武
親

村
山
四
郎
大
夫

天
正
十
二
年

卒

度
會
末
辰
亦
武
慶

村
山
民
部

寛
永
十
八
年

卒

（
後
略
）

こ
れ
に
よ
る
と
、
そ
れ
ま
で
代
々
荒
木
田
姓
で
あ
っ
た
村
山
武
恒
の
も

と
に
、
度
会
姓
で
あ
る
福
嶋
伊
豆
家
か
ら
、
福
嶋
末
英
が
養
子
に
入
っ
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
福
嶋
伊
豆
家
は
外
宮
権
禰
宜
亀
田
氏
か
ら
分
か
れ

た
家
で
、
末
英
は
福
嶋
四
郎
右
衛
門
末
長
の
三
男
に
あ
た
る
。
右
の
系
譜

に
よ
る
と
、
当
時
、
武
恒
に
は
息
子
が
お
ら
ず
、「
故
外
宮
神
主
以
二
渡
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會
ノ
姓
一
為
二
継
子
一
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
末
英
は
婿
養
子

と
し
て
武
恒
の
後
継
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
よ
っ
て
、
村
山
数
馬
家

は
武
恒
ま
で
は
荒
木
田
姓
で
あ
っ
た
が
、
永
禄
年
間
頃
に
福
嶋
伊
豆
家
か

ら
の
養
子
を
受
け
入
れ
た
こ
と
で
、
末
英
以
降
は
姓
を
度
会
へ
と
転
じ
る

こ
と
と
な
り
、
明
治
に
至
っ
て
も
福
嶋
家
は
村
山
家
の
中
心
的
親
戚
と
し

て
、
旧
師
職
の
総
人
名
取
り
調
べ
の
際
、
村
山
数
馬
家
当
主
の
代
理
人
と

し
て
署
名
し
た
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。

末
英
が
養
子
と
な
っ
た
後
、
な
ぜ
村
山
数
馬
家
が
従
来
の
「
荒
木
田
」

で
な
く
、
福
嶋
家
側
の
「
度
会
」
に
姓
を
転
じ
た
の
か
に
つ
い
て
、
明
治

期
に
編
纂
さ
れ
た
『
神
都
の
旧
家
（
45
）』

で
は
次
の
よ
う
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。

八
日
市
場
ノ
村
山
ハ
元
福
嶋
姓
ナ
リ
シ
カ
、
文
明
ノ
此
下
中
之
郷
村

山
掃
部
武
則
カ
聟
ト
成
リ
テ
称
号
ヲ
改
メ
タ
リ
ト
云
々
、
故
ニ
八
日

市
場
ノ
村
山
ハ
度
会
姓
、
下
中
之
郷
ハ
荒
木
田
姓
ナ
リ
、
昔
時
武
則

ト
同
姓
ナ
ル
ハ
人
モ
眉
目
ナ
リ
ト
為
タ
ル
事
ナ
リ
ト
ナ
リ

つ
ま
り
、
八
日
市
場
の
村
山
数
馬
家
は
も
と
も
と
福
嶋
を
称
し
て
い
た

が
、
文
明
年
間
に
村
山
武
則
の
婿
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
村
山
姓
と
な
っ
た

と
し
、
本
来
な
ら
ば
「
武
恒
」
で
あ
る
と
こ
ろ
を
「
武
則
」
と
置
き
換
え

て
い
る
と
い
う
、
系
譜
と
は
違
っ
た
表
記
が
な
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と

も
、
こ
れ
は
幕
末
か
ら
明
治
に
か
け
て
記
さ
れ
た
後
世
の
見
解
で
あ
る
た

め
、
信
憑
性
に
問
題
の
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
よ
っ
て
、
村
山

数
馬
家
が
な
ぜ
荒
木
田
姓
の
家
で
は
な
く
、
わ
ざ
わ
ざ
度
会
姓
の
福
嶋
伊

豆
家
か
ら
養
子
を
と
っ
た
の
か
と
い
う
事
の
は
っ
き
り
と
し
た
理
由
に
つ

い
て
は
、
現
時
点
で
は
不
明
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
の
が
実
情
で

あ
る
。

次
に
注
目
し
た
い
の
が
、「
村
山
家
系
図
」
に
あ
る
末
英
以
降
の
当
主

系
列
で
あ
る
。
系
譜
に
は
、
末
英
の
次
に
「
末
正
」「
末
辰
」
の
名
が
見
え
、

さ
ら
に
個
々
の
名
前
の
下
に
は
「
武
親
」「
武
慶
」
と
い
う
別
の
名
が
記

さ
れ
て
い
る
。「
武
」
の
字
は
榎
倉
氏
、
つ
ま
り
村
山
一
族
の
通
字
で
あ

る
の
で
、
末
正
・
末
辰
は
度
会
の
一
族
で
あ
り
な
が
ら
、
わ
ざ
わ
ざ
荒
木

田
姓
の
村
山
氏
の
名
前
も
名
乗
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
対
し
、

村
山
武
恒
の
養
子
で
あ
る
末
英
や
そ
の
息
子
の
末
清
に
は
「
武
」
の
通
字

を
用
い
た
名
は
無
く
、
そ
の
ま
ま
あ
た
か
も
福
嶋
家
の
人
間
で
あ
る
か
の

如
く
生
涯
を
終
え
て
い
る
。
こ
の
、
末
正
・
末
辰
と
末
英
・
末
清
の
違
い

は
何
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
は
、
末
正
と
末
辰
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。

末
正
は
末
英
の
孫
に
あ
た
り
、
天
正
年
間
の
前
半
に
「
村
山
四
郎
大
夫

武
親
」
と
い
う
名
で
御
師
を
務
め
て
い
た
人
物
で
あ
る
。『
村
山
書
状
』

の
中
に
所
収
さ
れ
て
い
る
天
正
九
年
の
檀
那
帳
（
46
）を

見
る
と
、
末
正
は
自
ら

の
事
を
「
荒
木
田
武
親
」
と
称
し
て
い
る
。

藝
州
吉
田
沼
田
中
郡
御
祓
賦
帳

太
神
宮
御
師村

山
四
郎
大
夫

天
正
九
年
辛
巳
十
二
月
十
二
日

戦
国
末
期
に
お
け
る
伊
勢
御
師
の
継
承
（
小
林
）
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荒
木
田
武
親
（
花
押
影
）

系
譜
上
で
は
、
末
英
が
武
恒
の
養
子
と
な
っ
た
正
確
な
年
号
は
わ
か
ら

な
い
が
、
少
な
く
と
も
末
正
が
村
山
大
夫
を
襲
名
し
た
の
は
、
村
山
数
馬

が
度
会
姓
へ
転
じ
た
後
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
た
め
、
史
料
上
の

天
正
九
年
の
時
点
で
は
、
当
然

な
が
ら
姓
は
度
会
で
あ
る
。
と

こ
ろ
が
武
親
は
、
本
来
な
ら
ば

度
会
姓
を
名
乗
る
と
こ
ろ
を
、

あ
え
て
も
と
も
と
の
姓
で
あ
っ

た
荒
木
田
を
称
し
た
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
か
、『
考

訂
度
會
系
図
』
の
福
嶋
伊
豆
家

の
系
譜
に
は
、
末
正
の
名
が
見

当
た
ら
な
い
（
47
）。

次
に
、
末
英
の
三
男
で
あ
る

末
辰
は
、
末
正
が
没
し
た
後
の

天
正
後
半
か
ら
寛
永
年
間
ま
で

御
師
を
務
め
、「
村
山
遠
江
守

武
慶
」
や
「
村
山
民
部
大
輔
武

慶
」
な
ど
と
称
し
て
い
た
。
末

辰
は
末
正
の
叔
父
に
あ
た
り
、

末
正
が
予
想
以
上
に
早
く
死
去
し
て
し
ま
っ
た
た
め
に
、
御
師
と
し
て
の

村
山
数
馬
家
を
継
い
だ
も
の
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
時
の
御
師
村

山
大
夫
の
家
督
継
承
は
、
武
恒
か
ら
曾
孫
の
武
親
（
末
正
）
へ
、
武
親
か

ら
叔
父
の
武
慶
（
末
辰
）
へ
と
い
う
、
少
々
複
雑
な
経
路
を
辿
っ
た
こ
と

に
な
る
。（
図
２
）

末
辰
も
末
正
と
同
じ
く
度
会
の
一
族
で
あ
り
、
山
口
県
文
書
館
が
所
蔵

す
る
天
正
十
九
年
（
一
五
九
一
）
三
月
十
八
日
付
の
末
辰
直
筆
の
覚
書
に

は
、
日
下
に
「
村
山
武
慶
」
と
書
か
れ
、
当
人
の
花
押
も
据
え
ら
れ
て
い

る
。
こ
れ
は
つ
ま
り
、
末
辰
も
末
正
と
同
様
に
荒
木
田
姓
を
称
し
、
家
督

継
承
後
に
は
村
山
家
の
人
間
と
し
て
振
る
舞
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の

だ
が
、
神
宮
の
遷
宮
記
録
の
中
に
は
、
末
辰
に
関
す
る
興
味
深
い
史
料
が

あ
る
。

『神
宮
遷
宮
記
（
48
）』

に
あ
る
外
宮
の
「
正
遷
宮
次
第
行
事
」
に
は
、
神
宮

の
式
年
遷
宮
に
関
す
る
諸
事
や
諸
祭
に
携
わ
っ
た
神
主
の
名
が
記
録
さ
れ

て
い
る
。
そ
の
戦
国
末
か
ら
近
世
初
頭
に
か
け
て
の
記
録
に
よ
る
と
、
福

嶋
末
辰
も
他
の
神
官
と
同
じ
よ
う
に
、
外
宮
権
禰
宜
と
し
て
名
を
連
ね
て

い
る
。
天
正
十
三
（
一
五
八
六
）
年
十
月
十
五
日
の
項
目
（
49
）

に
は
、「
次

御
鞍
二
口
、
左
權
神
主
末
辰
、
村
山
○
御
巫
本
、
村
山

之
下
、
朱
註
遠
江
」
と
あ
り
、
同
様
に
、

慶
長
十
四
年
（
一
六
〇
九
）
九
月
二
十
七
日
の
記
録
（
50
）に

は
「
權
神
主
末
辰
、

村
山
○
御
巫
本

村
山
遠
江
」、
さ
ら
に
、
慶
長
十
七
年
十
二
月
二
十
四
日
の
「
土
宮
遷

宮
次
第
行
事
」
の
記
録
（
51
）に

は
「
左
權
神
主
末
辰
、
村
山
遠
江
」
と
記
載
さ
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れ
て
い
る
。
末
辰
は
あ
る
時
期
か
ら
「
村
山
遠
江
守
」
を
名
乗
っ
た
が
、

末
正
の
名
は
神
宮
遷
宮
記
録
中
に
は
見
出
せ
な
い
こ
と
も
、
注
目
す
べ
き

こ
と
で
あ
ろ
う
。

末
正
が
死
去
し
た
の
が
天
正
十
二
年
の
こ
と
な
の
で
、
末
辰
は
少
な
く

と
も
天
正
十
三
年
に
は
外
宮
御
師
の
村
山
武
慶
と
し
て
、
村
山
家
の
当
主

と
な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
残
念
な
が
ら
そ
の
裏
付
け
と
な
る
史
料
は

現
時
点
で
は
見
当
た
ら
な
い
が
、
天
正
十
九
年
の
覚
書
か
ら
す
れ
ば
、
当

時
末
辰
が
家
督
を
継
承
し
て
い
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
ま
し
て
や
、
そ

れ
以
降
の
記
録
で
あ
る
慶
長
十
四
年
及
び
十
七
年
の
頃
に
関
し
て
は
言
う

ま
で
も
な
い
。
つ
ま
り
、
右
に
記
し
た
史
料
の
示
す
年
号
の
段
階
で
、
末

辰
は
既
に
村
山
大
夫
を
襲
名
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
遷
宮
の
諸
祭

で
は
福
嶋
家
の
人
間
と
し
て
名
を
連
ね
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
す
な

わ
ち
、
末
辰
は
遷
宮
な
ど
の
神
事
に
お
い
て
は
、「
村
山
」
を
称
し
な
が

ら
も
外
宮
権
祢
宜
の
福
嶋
家
と
し
て
の
「
末
辰
」
の
名
を
名
乗
る
と
同
時

に
、
御
師
と
し
て
は
「
武
慶
」
の
名
を
称
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

末
辰
が
福
嶋
家
と
村
山
家
の
名
を
同
時
に
称
す
る
こ
と
に
な
っ
た
理
由

は
定
か
で
は
な
い
が
、
お
そ
ら
く
、
神
事
に
お
い
て
は
由
緒
正
し
い
度
会

の
一
族
で
あ
る
福
嶋
家
の
人
間
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
一
方
で
は
村
山
武

恒
か
ら
続
く
檀
家
と
の
関
係
か
ら
、「
御
師
村
山
大
夫
」
の
顔
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
福
嶋
末

辰
も
と
い
村
山
武
慶
は
、
伊
勢
神
宮
に
お
け
る
神
事
を
執
り
行
う
外
宮
神

主
と
し
て
の
側
面
と
、
毛
利
・
小
早
川
氏
等
を
檀
家
と
し
た
伊
勢
御
師
と

し
て
の
側
面
の
二
面
性
を
持
ち
、
時
と
場
合
に
応
じ
て
使
い
分
け
て
い
た

と
考
え
ら
れ
る
。

ひ
と
つ
の
御
師
が
何
ら
か
の
事
情
で
他
家
の
御
師
に
吸
収
合
併
さ
れ
る

時
、
吸
収
さ
れ
る
側
の
御
師
の
肩
書
を
残
す
こ
と
は
近
世
に
も
よ
く
見
ら

れ
る
が
、
末
辰
の
事
例
を
見
る
限
り
、
福
嶋
家
は
あ
え
て
旧
来
の
村
山
の

檀
家
を
吸
収
せ
ず
に
、
あ
く
ま
で
「
村
山
大
夫
」
と
い
う
名
を
継
ぐ
形
で

師
檀
関
係
を
崩
さ
ず
に
残
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
末
正
と
末
辰
の
事

例
は
、
そ
の
先
駆
け
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
、
末
正
と
末
辰
は
そ
れ
ぞ
れ
の
形
で
家
督
を
継
承
し
た
が
、

村
山
武
恒
の
養
子
と
な
っ
た
末
英
と
そ
の
息
子
で
あ
る
末
清
に
つ
い
て

は
、
先
の
二
名
の
よ
う
に
名
を
変
え
る
こ
と
な
く
、
あ
た
か
も
福
嶋
家
の

人
間
で
あ
る
か
の
よ
う
に
生
涯
を
終
え
た
と
い
う
こ
と
は
先
述
し
た
。
本

来
な
ら
ば
、
養
子
で
は
あ
る
も
の
の
、
末
英
は
武
恒
の
直
接
的
な
後
継
で

あ
る
の
で
、
系
図
の
通
り
に
家
督
で
あ
る
御
師
職
を
も
継
承
す
る
は
ず
で

あ
る
。
し
か
し
、
現
在
確
認
で
き
る
村
山
大
夫
の
文
書
群
か
ら
は
末
英
・

末
清
に
関
す
る
史
料
は
な
く
、『
村
山
家
蔵
証
文
』
に
あ
る
「
村
山
家
系

譜
」
の
中
に
は
末
英
の
名
は
見
え
る
が
、
名
前
の
下
に
は
「
村
山
次
郎
左

衛
門
」
と
あ
る
だ
け
で
大
夫
名
は
な
く
、
末
清
に
関
し
て
は
村
山
姓
の
名

前
す
ら
載
っ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
、
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

村
山
武
恒
が
死
去
す
る
の
が
元
亀
元
年
（
一
五
七
〇
）
の
こ
と
で
あ
る

戦
国
末
期
に
お
け
る
伊
勢
御
師
の
継
承
（
小
林
）
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の
で
、
末
正
が
御
師
職
を
継
承
す
る
の
は
そ
の
直
後
か
ら
翌
年
の
間
で
あ

る
と
推
察
で
き
る
が
、
少
な
く
と
も
檀
那
帳
に
記
録
さ
れ
て
い
る
天
正
九

年
（
一
五
八
一
）
の
時
点
で
継
承
し
て
い
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
一
方
、

「
考
訂
度
会
系
図
」
に
よ
る
と
、
末
英
は
天
正
十
五
年
、
末
清
は
天
正
十

年
に
そ
れ
ぞ
れ
死
去
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
末
正
が
御
師
職
を
継
承
し
た

頃
に
は
末
英
と
末
清
は
健
在
で
あ
り
、
武
恒
以
降
の
御
師
職
は
、
末
英
・

末
清
両
名
に
は
継
承
さ
れ
ず
に
、
そ
の
ま
ま
武
恒
の
曾
孫
に
あ
た
る
末
正

に
渡
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
村
山
家
に
お
け
る
家
督
相
続
の
事
例
か
ら
、
御
師
職
の
継
承
は

必
ず
し
も
世
襲
制
で
あ
っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
あ
る
程
度
人
選
さ

れ
て
い
た
可
能
性
が
見
出
せ
る
。
こ
の
こ
と
は
福
嶋
家
側
・
村
山
家
側
双

方
の
系
図
に
も
表
れ
て
お
り
、「
考
訂
度
会
系
図
」
に
は
末
英
以
降
の
福

嶋
伊
豆
家
の
家
系
相
続
が
事
細
か
く
記
さ
れ
て
い
る
が
、「
村
山
家
系
譜
」

に
は
末
英
を
除
く
御
師
職
を
継
承
し
た
者
の
名
前
の
み
が
記
さ
れ
て
い

る
。
つ
ま
り
、「
考
訂
度
会
系
図
」
が
福
嶋
伊
豆
家
の
「
神
主
家
の
継
承
」

を
表
し
て
い
る
の
に
対
し
、「
村
山
家
系
譜
」
は
外
宮
御
師
村
山
大
夫
の

「
御
師
職
の
継
承
」
を
表
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
伊
勢
御
師
の

内
部
に
お
い
て
、
御
師
職
の
継
承
は
必
ず
し
も
世
襲
制
に
法
る
も
の
で
は

な
く
、「
神
主
家
の
継
承
」
と
「
御
師
職
の
継
承
」
の
概
念
は
別
々
で
あ
っ

た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
が
後
に
、
御
師
の
職
自
体
が
「
御
師
株
」

と
い
う
一
種
の
売
買
の
対
象
物
に
な
る
と
い
う
こ
と
に
繋
が
る
可
能
性
を

も
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

四

お
わ
り
に

以
上
、
村
山
大
夫
の
膨
大
な
文
書
群
を
中
心
に
、
従
来
あ
ま
り
触
れ
ら

れ
て
こ
な
か
っ
た
戦
国
末
か
ら
近
世
初
頭
に
お
け
る
伊
勢
御
師
の
家
督
相

続
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
村
山
数
馬
家
の
複
雑
な
系
譜
と
荒
木
田
氏
・
度

会
氏
そ
れ
ぞ
れ
の
系
図
を
比
較
し
、
更
に
、
遷
宮
関
係
の
神
事
の
記
録
や

村
山
文
書
の
一
部
と
も
合
わ
せ
て
検
討
す
る
こ
と
で
、
御
師
職
継
承
に
関

す
る
新
た
な
見
解
・
問
題
を
見
出
せ
た
と
思
う
。

村
山
武
慶
、
す
な
わ
ち
福
嶋
末
辰
の
場
合
、
外
宮
権
祢
宜
の
福
嶋
家
と

し
て
の
名
と
、
御
師
村
山
大
夫
と
し
て
の
名
を
、
時
と
場
合
に
応
じ
て
使

い
分
け
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
、
御
師
職
の
継
承
が
必
ず
し
も
世
襲
制
に

法
る
も
の
で
は
な
く
、「
神
主
家
の
継
承
」
と
「
御
師
職
の
継
承
」
の
概

念
が
既
に
あ
る
程
度
乖
離
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
し

て
、
こ
こ
で
特
に
注
目
で
き
る
の
は
、
末
辰
は
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
に
合
わ

せ
て
、
実
名
ま
で
変
え
て
い
る
と
い
う
事
で
あ
る
。

先
に
挙
げ
た
「
正
遷
宮
次
第
行
事
」
に
は
、
外
宮
の
遷
宮
に
携
わ
る
神

官
の
ひ
と
り
と
し
て
、
彼
は
「
末
辰
」
と
い
う
福
嶋
家
と
し
て
の
名
で
記

録
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
外
宮
の
神
事
を
執
り
行
う
神
主
の
立
場
と
し

て
、
末
辰
は
あ
く
ま
で
外
宮
権
禰
宜
福
嶋
家
の
人
間
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
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か
っ
た
と
い
う
事
で
あ
る
。
反
対
に
、
神
宮
御
師
で
あ
る
村
山
大
夫
の
家

督
を
継
承
し
た
立
場
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
や
は
り
末
辰
は
村
山
家
の
人
間

と
し
て
「
武
慶
」
で
も
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。「
神
主

家
の
継
承
」
と
「
御
師
職
の
継
承
」
の
分
離
は
、
近
世
に
お
け
る
「
御
師

株
」
の
成
立
と
の
関
連
に
お
い
て
注
目
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
御
師

銘
だ
け
で
は
な
く
諱
ま
で
使
い
分
け
て
い
た
と
こ
ろ
に
、「
立
場
の
継
承
」

が
よ
り
強
く
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

し
か
し
、
今
回
指
摘
で
き
た
点
は
、
中
近
世
移
行
期
に
お
け
る
伊
勢
御

師
の
ほ
ん
の
一
側
面
に
過
ぎ
ず
、
未
だ
に
解
明
さ
れ
て
い
な
い
点
も
多
く

残
さ
れ
て
い
る
。
中
で
も
、
祈
祷
権
に
関
わ
る
問
題
は
、
御
師
間
で
の
御

師
職
の
移
動
を
考
え
る
上
で
も
、
家
と
立
場
の
継
承
と
も
関
わ
っ
て
重
要

な
視
点
で
あ
る
。
荒
木
田
・
度
会
以
外
の
御
師
が
、
い
か
に
し
て
「
御
師
」

た
り
え
た
の
か
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

註
（
1
）
大
西
源
一
『
参
宮
の
今
昔
』
神
宮
教
養
叢
書
三
（
神
宮
文
庫
、

一
九
五
六
年
）

（
2
）
大
西
源
一
『
大
神
宮
史
要
』（
平
凡
社
、
一
九
六
〇
年
）

（
3
）
新
城
常
三
『
新
稿
社
寺
参
詣
の
社
会
経
済
史
的
研
究
』（
塙
書

房
、
一
九
八
二
年
）

（
4
）
西
山
克
『
道
者
と
地
下
人
―
中
世
末
期
の
伊
勢
―
』（
吉
川
弘

文
館
、
一
九
八
七
年
）

（
5
）
窪
寺
恭
秀
「
中
世
後
期
に
於
け
る
神
宮
御
師
の
機
能
と
展
開
に
つ

い
て
」（『
皇
學
館
大
学
神
道
研
究
所
紀
要
』
二
十
一
、
二
〇
〇
五
年
）

（
6
）
久
田
松
和
則
「
九
州
地
方
に
於
け
る
伊
勢
信
仰
の
受
容
と
展
開
」

（『
皇
學
館
大
学
神
道
研
究
所
紀
要
』
十
二
・
十
三
、
一
九
九
六
・

一
九
九
七
年
）

（
7
）
久
田
松
和
則
「
伊
勢
御
師
の
為
替
と
流
通
―
新
史
料
・
宮
後
三
頭

太
夫
文
書
『
つ
く
し
ノ
か
ハ
し
日
記
』
を
加
え
て
―
」（『
皇
學
館

大
学
神
道
研
究
所
紀
要
』
二
十
、
二
〇
〇
四
年
）

（
8
）
横
山
智
代
「
中
世
末
期
の
伊
勢
御
師
の
為
替
―
宮
後
三
頭
太
夫

を
中
心
に
―
」（『
日
本
女
子
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
』
七
、

二
〇
〇
一
年
）

（
９
）
千
枝
大
志
『
中
近
世
伊
勢
神
宮
地
域
の
貨
幣
と
商
業
組
織
』（
岩

田
書
院
、
二
〇
一
一
年
）

（
10
）
舩
杉
力
修
「
戦
国
期
に
お
け
る
伊
勢
神
宮
外
宮
門
前
町
山
田
の
形

成
」（『
歴
史
地
理
学
』
四
十
-三
、
一
九
九
七
年
）、
伊
藤
裕
偉
・
藤

田
達
生
編
『
都
市
を
つ
な
ぐ
』
中
世
都
市
研
究
十
三
（
新
人
物
往
来

社
、
二
〇
〇
七
年
）

（
11
）
恵
良
宏
「
享
禄
五
年
の
「
中
国
・
九
州
御
祓
賦
帳
」
に
つ
い
て

―
中
世
防
長
の
伊
勢
信
仰
史
料
―
」（『
宇
津
工
業
高
等
専
門
学
校

研
究
報
告
』
二
十
、
一
九
七
五
年
）、
小
西
瑞
恵
「
戦
国
期
に
お
け

戦
国
末
期
に
お
け
る
伊
勢
御
師
の
継
承
（
小
林
）
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る
伊
勢
御
師
の
活
動
―
橋
村
氏
を
中
心
に
―
」（『
大
阪
樟
蔭
女
子

大
学
論
集
』、
一
九
八
八
年
）、
吉
田
吉
里
「
外
宮
御
師
橋
村
一
族
に

つ
い
て
―
中
世
末
期
、
北
部
九
州
に
於
け
る
勢
力
拡
大
を
中
心
と

し
て
―
」（『
神
道
史
研
究
』
四
十
五
-四
、一
九
九
七
年
）、
前
掲
註

（
7
）

（
12
）
窪
寺
恭
秀
「
伊
勢
御
師
幸
福
大
夫
の
出
自
と
そ
の
活
動
に
つ
い
て

―
中
世
末
期
を
中
心
に
―
」（『
皇
學
館
史
学
』
十
四
、
一
九
九
九

年
）

（
13
）
外
山
信
司
「「
龍
大
夫
文
書
」
に
み
る
戦
国
期
佐
倉
の
伊
勢
信
仰
」

（『
中
世
房
総
と
東
国
社
会
』
中
世
東
国
論
四
、
岩
田
書
院
、
二
〇
一
二

年
）

（
14
）
逸
見
大
悟
「
伊
勢
御
師
か
ら
み
た
戦
国
時
代
後
期
の
信
州
情
勢

―
『
し
な
の
ゝ
国
道
者
之
御
祓
く
は
り
日
記
』
を
読
ん
で
―
」（『
信

濃
』〔
第
三
次
〕
五
十
八
-十
、
二
〇
〇
六
年
）

（
15
）
吉
村
宮
男
「
戦
国
時
代
に
於
け
る
伊
勢
神
宮
と
中
国
武
将
―
村
山

書
状
並
び
に
同
檀
那
帳
の
紹
介
―
」（『
社
会
経
済
史
学
』
八
-十
二
、

一
九
三
九
年
）

（
16
）
恵
良
宏
「
慶
長
十
五
年
の
伊
勢
御
師
村
山
武
慶
「
萩
滞
留
之
覚

書
」」（『
山
口
県
地
方
研
究
史
』
五
十
四
、
一
九
八
五
年
）、「
中
世

の
御
師
の
活
動
」（『
伊
勢
国
の
歴
史
』、
皇
學
館
大
学
出
版
部
、

一
九
八
五
年
）

（
17
）『
伊
勢
市
史
』
第
二
巻
中
世
編
（
伊
勢
市
、
二
〇
一
一
年
）

（
18
）『
荒
木
田
姓
近
系
山
田
居
住
部
』（
東
北
大
学
、
狩
野
文
庫
所
蔵
、

狩
第
三
門
六
一
六
一
号
）

（
19
）
前
掲
註
（
16
）
恵
良
氏
は
村
山
氏
の
家
格
を
町
年
寄
家
で
あ
る
と

し
た
後
、「
二
百
余
家
あ
る
町
年
寄
家
の
内
十
七
家
の
内
宮
権
祢
宜

に
任
ぜ
ら
れ
る
家
で
あ
っ
た
か
ら
中
級
の
家
格
だ
が
、
三
方
会
合
に

属
し
て
山
田
の
町
政
の
中
心
に
な
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
階
層
と
い

え
る
。」
と
述
べ
て
い
る
。

（
20
）
前
掲
註
（
15
）、
前
掲
註
（
16
）
村
山
氏
の
檀
家
数
に
つ
い
て
、

吉
村
氏
・
恵
良
氏
は
共
に
中
世
末
に
は
か
な
り
の
勢
力
で
あ
っ
た
の

が
、
近
世
に
な
る
と
衰
え
て
い
っ
た
と
し
て
い
る
。

（
21
）
前
掲
註
（
15
）
吉
村
氏
も
、
村
山
氏
の
勢
力
拡
大
は
「
毛
利
氏
の

発
展
に
随
伴
す
る
も
の
で
あ
っ
た
」
と
し
て
い
る
。

（
22
）『
村
山
書
状
』
全
四
十
一
冊
（
山
口
県
文
書
館
所
蔵
、
毛
利
家
文

庫
五
十
七
御
什
書
）

（
23
）『
村
山
証
文
』
全
十
五
冊
（
山
口
県
文
書
館
所
蔵
、
毛
利
家
文
庫

二
十
七
諸
家
三
十
八
）

（
24
）「
武
慶
萩
滞
留
之
覚
書
」（
神
宮
文
庫
所
蔵
、
第
一
門
一
三
〇
三
八

号
）
本
文
書
は
村
山
武
慶
（
福
嶋
末
辰
）
が
萩
に
滞
留
し
た
時
の
覚

書
で
あ
り
、
所
々
日
を
欠
く
が
、
慶
長
十
四
年
（
一
六
〇
九
）
十
二

月
二
十
九
日
〜
同
十
五
年
四
月
二
十
四
日
ま
で
の
、
約
四
ヶ
月
間
に
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わ
た
る
現
地
で
の
出
来
事
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
閏
二
月

二
十
日
・
二
十
四
日
・
三
十
日
の
条
を
見
る
と
、
御
城
山
・
御
書
院
・

洞
春
寺
（
現
在
の
山
口
県
山
口
市
水
の
上
町
に
所
在
）
で
花
見
が
催

さ
れ
、
詠
歌
と
謳
舞
が
行
わ
れ
た
と
い
う
記
録
が
あ
る
。

（
25
）「
御
和
歌
」（
神
宮
文
庫
所
蔵
、
第
一
門
一
三
〇
三
八
号
）
村
山
武

慶
と
宗
瑞
や
就
隆
を
は
じ
め
と
す
る
毛
利
家
の
面
々
が
詠
ん
だ
和
歌

が
書
か
れ
て
い
る
。
日
付
か
ら
し
て
、「
武
慶
萩
滞
留
之
覚
書
」
に

あ
る
三
日
間
に
催
さ
れ
た
花
見
の
中
で
詠
ま
れ
た
も
の
と
思
わ
れ

る
。
ま
た
、『
村
山
証
文
』
の
う
ち
十
五
冊
目
の
『
御
詠
草
之
写
』

に
も
写
し
が
あ
る
。

（
26
）
北
原
進
『
長
州
藩
士
桂
家
文
書
』（
立
正
大
学
経
済
研
究
所
、

一
九
七
九
年
）

（
27
）
前
掲
註
（
24
）。
恵
良
氏
は
前
掲
註
（
16
）
の
中
で
、「
武
慶
の
筆

か
否
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
」
と
し
て
い
る
。

（
28
）『
広
島
県
史
』
古
代
中
世
資
料
編
Ⅴ
（
広
島
県
、
一
九
八
〇
年
）

（
29
）『
三
重
県
史
』
資
料
編
中
世
１
-下

（
30
）「
村
山
文
書
」（
神
宮
文
庫
所
蔵
、
第
一
門
一
五
二
二
四
号
）

（
31
）「
村
山
大
夫
旧
蔵
文
書
」（
神
宮
文
庫
所
蔵
、
第
一
門
一
六
〇
〇
〇

号
）

（
32
）「
波
多
野
家
文
書
」（『
広
澤
真
臣
関
係
文
書
』、
国
立
国
会
図
書
館

所
蔵
）

（
33
）「
毛
利
輝
元
書
状
」（『
日
本
書
蹟
大
鑑
』
第
十
四
巻
、
一
九
七
九

年
、
八
十
号
）

（
34
）『
御
諸
家
御
諸
用
御
書
之
写
』（
伊
勢
御
師
村
山
家
文
書
写
）、『
御

諸
家
御
書
之
写
』（
同
上
）
各
二
冊
（
皇
學
館
大
学
佐
川
記
念
神
道

博
物
館
所
蔵
）

（
35
）
八
月
十
五
日
付
「
毛
利
元
就
書
状
」（
神
宮
文
庫
所
蔵
、
第
一
門

一
三
〇
三
八
号
）
本
文
書
に
つ
い
て
は
、『
三
重
県
史
』
資
料
編
中

世
１
-下
に
所
収
。

（
36
）
十
月
二
十
五
日
付
「
天
野
隆
綱
寄
進
状
」（
神
宮
文
庫
所
蔵
、
第

一
門
一
三
〇
三
八
号
）
本
文
書
に
つ
い
て
は
、『
三
重
県
史
』
資
料

編
中
世
１
-下
に
所
収
。

（
37
）
恵
良
氏
は
前
掲
註
（
16
）
の
中
で
、「
現
存
の
年
代
も
天
文
十
六

年
の
天
野
隆
綱
願
文
（
天
野
隆
綱
寄
進
状
）
を
最
古
」
と
し
て
い
る
。

（
38
）「
御
神
領
之
覚
」（『
贈
村
山
家
證
文
』『
村
山
書
状
』
四
〇
、
山
口

県
文
書
館
所
蔵
、
毛
利
家
文
庫
五
十
七
御
什
書
）

（
39
）
本
史
料
の
引
用
部
は
、
あ
く
ま
で
現
時
点
で
確
認
で
き
る
毛
利
氏

と
の
師
檀
関
係
の
初
見
を
示
す
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
前
後
に
は
元

就
に
限
ら
ず
様
々
な
人
物
の
神
領
寄
進
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
箇
条

書
き
に
さ
れ
て
い
る
寄
進
の
年
号
に
統
一
性
が
な
く
年
代
の
順
も
不

規
則
で
あ
る
の
で
、
恐
ら
く
寄
進
地
の
未
納
分
を
確
認
す
る
た
め

に
、
後
世
に
記
録
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
引
用
部
の
後
ろ

戦
国
末
期
に
お
け
る
伊
勢
御
師
の
継
承
（
小
林
）
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に
は
「
右
之
当
所
者
不
レ
納
所
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
当
神
領
は
未

納
分
と
し
て
村
山
側
に
よ
っ
て
記
録
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
。

（
40
）「
天
文
四
年
之
帳
」（『
贈
村
山
家
返
章
寺
家
付
雑
』『
村
山
書
状
』

三
十
九
、
山
口
県
文
書
館
所
蔵
、
毛
利
家
文
庫
五
十
七
御
什
書
）

（
41
）「
安
永
六
年
外
宮
御
師
職
諸
国
旦
方
家
数
改
覚
」（『
神
宮
御
師
資

料
―
外
宮
篇
四
―
』、
皇
學
館
大
学
史
料
編
纂
所
、
一
九
八
六
年
）

な
お
、
村
山
掃
部
家
・
村
山
久
大
夫
家
の
檀
家
数
も
収
録
さ
れ
て
い

る
。

（
42
）「
旧
師
職
総
人
名
其
他
取
調
帳
」（『
神
宮
御
師
資
料
―
外
宮
篇

一
―
』、
皇
學
館
大
学
史
料
編
纂
所
、
一
九
八
二
年
）

（
43
）「
考
訂
度
会
系
図
」
八
（『
神
宮
禰
宜
系
譜
』
神
宮
古
典
籍
影
印
叢

刊
五
-一
、
一
九
八
五
年
）

（
44
）「
村
山
家
系
譜
」（『
村
山
家
蔵
証
文
』『
村
山
書
状
』
四
十
一
、
山

口
県
文
書
館
所
蔵
、
毛
利
家
文
庫
五
十
七
御
什
書
）

（
45
）『
神
都
の
旧
家
』（
神
宮
文
庫
所
蔵
、
第
六
門
一
九
六
四
号
）

（
46
）『
村
山
家
檀
那
帳
目
録
天
正
九
年
付
褍
帳
』（『
村
山
書
状
』

四
十
一
、
山
口
県
文
書
館
所
蔵
、
毛
利
家
文
庫
五
十
七
御
什
書
）

（
47
）
前
掲
註
（
43
）
福
嶋
伊
豆
家
系
譜
の
空
白
部
分
に
別
の
系
譜
が
あ

り
、
そ
こ
に
は
「
村
山
武
親
」
と
し
て
末
辰
の
名
が
記
載
さ
れ
て
い

る
。
お
そ
ら
く
こ
の
系
譜
は
、
武
恒
以
降
の
御
師
職
継
承
の
順
番
を

意
識
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

（
48
）『
神
宮
遷
宮
記
』
第
四
巻
「
外
宮
遷
宮
記
（
下
）」（
神
宮
司
庁
、

一
九
三
二
年
）

（
49
）「
正
遷
宮
次
第
行
事
」
天
正
十
三
年
十
月
十
五
日
付
（「
外
宮
遷
宮

記
（
下
）」『
神
宮
遷
宮
記
』
第
四
巻
）

（
50
）「
正
遷
宮
次
第
行
事
」
慶
長
十
四
年
九
月
二
十
七
日
付
（「
外
宮
遷

宮
記
（
下
）」『
神
宮
遷
宮
記
』
第
四
巻
）

（
51
）「
土
宮
遷
宮
次
第
行
事
」
慶
長
十
七
年
十
二
月
二
十
四
日
付
（「
外

宮
遷
宮
記
（
下
）」『
神
宮
遷
宮
記
』
第
四
巻
）

（
こ
ば
や
し

か
お
る
・
皇
學
館
大
学
大
学
院
生
）

【
編
輯
委
員
会
註
】
本
稿
は
平
成
二
十
四
年
度
皇
學
館
大
学
人
文
學
會
奨

励
賞
受
賞
論
文
で
あ
る
。
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